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序     文 
 

ラオス人民民主共和国の母子保健指標は、妊産婦死亡率出生10万対580、5歳未満児死亡率出生

1,000対61と、東南アジア地域のなかでも高く、早急に改善することが求められています。 

このような状況を踏まえて、ラオス人民民主共和国は「第6次国家保健セクター開発計画」（2006

～2010）及び現在策定中の「第7次国家保健セクター開発計画」（2011～2015）において、母子保

健を優先課題として掲げています。さらに、ラオス人民民主共和国保健省は「母子保健統合サー

ビスパッケージ戦略計画（2009～2015）」を策定し、より包括的な母子保健事業の実施を促進して

います。また母子保健サービスを担う保健人材を、数・質ともに十分に確保するための中長期的

な取り組みとして「保健人材戦略2020」が、ミレニアム開発目標（MDG）達成に向け母子保健サ

ービスを強化するための取り組みとして「熟練助産者（SBA）育成計画（2008～2012）」が策定さ

れ、現在実施中です。 

しかしながら、中央レベルで行動計画の作成やその実施のための調整が行われることになって

いるにもかかわらず、現状では必ずしも十分に機能が果たされていません。人材育成の現場であ

る保健学校についても、そこで行われている講義・実習は、教育カリキュラムがない、学生数に

対し教員が少ない、卒業時の国家試験がないなど、育成される人材の質を担保するには不十分な

体制です。そのうえ「熟練助産者（SBA）育成計画」により、短期研修の負荷が学校に課されてい

る状況で、教育の質が更に悪化する可能性があります。 

今般、母子保健人材の育成能力を強化することを目的として、ラオス人民民主共和国政府より

「南部地域母子保健人材開発プロジェクト」が要請され、母子保健人材の育成に係る計画・現状

及び問題点を把握し、プロジェクトの実施体制を確認・分析するために、詳細計画策定調査団を

派遣しました。 

本報告書は、同調査結果を取りまとめたものであり、今後のプロジェクトの展開と、さらには

類似のプロジェクトへの活用を願うものです。 

ここに、本調査にご協力いただきました内外関係者の方々に深く謝意を表するとともに、引き

続き一層のご支援をお願いする次第です。 

 

平成23年8月 

 

独立行政法人国際協力機構 

人間開発部長 萱島 信子 
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国際協力機構 人間開発部 保健第二グループ 保健第三課 

１．案件名 

国 名：ラオス人民民主共和国 

案件名：和名 母子保健人材開発プロジェクト 

英名 The Project for Sustainable Development of Human Resources for Health to Improve 

Maternal, Neonatal and Child Health Services 

 

２．事業の背景と必要性 

 （1）当該国における保健セクターの現状と課題 

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）における妊産婦死亡率（Maternal Mortality 

Ratio：MMR）と5歳未満児死亡率（Under-5 Mortality Rate：U5MR）はともに改善されてきて

いるものの、MMR580（対出生10万）及びU5MR61（対出生1,000）1と、東南アジア地域のなか

で最も高く、依然として母子保健（Maternal, Neonatal and Child Health：MNCH）の改善は急務

である。 

母子保健サービスの効果的な実施に向けて保健人材の不足は、主要な課題の1つとなってい

る。Global Health Work Alliance（GHWA）は、人口約1,000人あたりの保健人材配置が2.3人以

下の国々を危機的状況にあたるとし、当該国における保健人材育成を重視しているが、ラオ

スでは同数値が0.53人に留まっている状態にある。住民への主な母子保健サービス提供の場で

ある病院・保健センターにおける、サービス提供者の多くは看護助産師であるが、ラオス保

健省（Ministry of Health：MoH）によると、ラオス全土において現在約5,500名の看護助産師が

いるなか、専門的な助産知識をもつ熟練助産者（Skilled Birth Attendance：SBA）は178名と少

ない。また、保健人材の質の向上も課題の一因として挙げられる。看護助産師やSBAを育成す

る保健科学大学（University of Health Science：UHS）や保健学校では、統一したカリキュラム

及び国家試験が存在しないため、現場でのサービスが均質に行われないという問題がある。

したがって、適切な保健サービスを提供する専門職人材の確保・質の向上が依然として課題

となっている。 

保健省は保健人材育成強化に向け、中長期的な保健人材戦略（保健人材戦略2020）を策定

し、保健人材技術作業部会（Human Resources for Health Technical Working Group：HRH-TWG）

などを設置した。そのなかでは、保健人材育成機関の教育機能、技術水準、管理能力の強化

を通じた教育の質の改善と、中央と地方の連携の下に行われる計画的な人材育成が重要な活

動計画として位置づけられている。したがって、母子保健サービス提供などを担う保健人材

の育成を進めるために標準化された保健人材育成システムの確立と、それぞれの保健人材育

成機関の能力強化・改善が喫緊の課題となっている。 

わが国は、ラオスの母子保健分野の支援については、従来からさまざまな取り組み・検討

を行ってきたが、現在の「母子保健改善プログラム」を2010年に整理して以降、関連案件の

                                                        
1 Results from the state of the world’s midwifery 2011 

 



 

ii 

実施を同プログラムのなかに位置づけて進めてきている。現在、中央レベルでは「保健セク

ター事業調整能力強化フェーズ2（Capacity Development for Sector-wide Coordination in Health 

（Phase 2）：CDSWC-2」（2010年12月～2015年12月）」を実施しており、第7次保健セクター開

発計画に基づいた保健事業の計画・実施・モニタリングの仕組みを統一し、保健省による主

体的な事業調整を支援している。さらに、南部4県を中心に、「母子保健統合サービス強化プ

ロジェクト（2010年5月～2015年5月）」を実施しており、中央で策定された戦略に基づいた母

子保健事業のマネジメント強化を支援している。ラオスの南部4県は、カンボジア及びベトナ

ムと国境が接しており、最も開発が遅れている地域である「開発三角地帯（CLV2）」として認

識されている。また、各ドナーとの支援に係る地域分担のなかで、わが国は南部地域を重点

的に支援することが合意され、保健以外の分野でも南部への投入が行われている。 

 

（2）当該国における保健セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

1）保健分野に係る戦略・開発計画 

ラオス保健省は「保健戦略2020」を策定し、「2020年までに保健医療サービスの質を開発途

上国の状況から脱却させ、全国民の生活水準の向上のために、公平な医療サービスが平等に

いきわたるようにする」ことを掲げている。この戦略の下に策定された5カ年計画「第7次保

健セクター開発計画（2011～2015）」では、母子保健強化を含む6つの優先プログラムの強化

が確認された。これを受けてJICAは、ラオス保健省の保健セクター開発計画の実施、ミレニ

アム開発目標（Millenium Development Goals：MDGs）達成を支援することを表明し、母子保

健を重点課題として協力を進めている。 

2）保健人材育成に係る戦略・施策 

ラオス保健省は中長期的な保健人材育成・確保のために養成（卒前教育）、雇用、配置、継

続教育などの課題に対する総合的な取り組みなどが記載された「保健人材戦略2020」を策定

し、具体的な施策を検討している。そのうちの1つとして、保健省は2011年3月に、医療サー

ビス提供機関（病院など）、医学教育研究機関（大学、研究機関、医療専門学校）、開発パー

トナー間の連携を進め、保健人材の能力強化を推進するComplex of Hospital, Institute, Project 

and University構想（CHIPU構想）について大臣令を発布し、このCHIPU構想の推進に強い意欲

を示している。しかし、現段階で組織間連携の具体的な手順や仕組みはなく、本プロジェク

トで取り組む保健人材育成システムにおける連携の仕組みづくりをCHIPU構想の具体例とし

て提示していくことは、ラオス側の政策ニーズに合致する。また、CHIPU構想を具現化する

ものとして、保健科学大学のなかに教育開発センター（Education Development Center：EDC）

という組織が設立され、保健医療従事者教育の技術支援/リソース提供を行うためのナショナ

ルセンターとして、保健人材育成における教育の質の向上が図られることとなった。現在、

保健省内の承認手続き中でこれから徐々に枠組みが形成されていく予定であるが、ラオス側

が設置するEDCが円滑に機能するよう本プロジェクトにて看護助産分野の先行経験を共有し

EDCの方向性を示していくことは効果的であると考えられる。 

3）母子保健分野に係るラオスの政策 

母子保健分野の政策としては、「母子保健統合サービスパッケージ戦略計画（2009～2015）」

                                                        
2 CLV：Cambodia, Lao P.D.R, Vietnam 
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において、「妊産婦、新生児及び5歳未満児の死亡率の低下、並びに妊産婦、新生児及び5歳未

満児の栄養失調状態の軽減」をめざしており、同戦略計画に沿った母子保健事業実施のため

の事業管理・調整能力の向上（サービス提供側）、母子保健サービス提供の計画的・効率的な

実施能力の強化（サービス提供側）、妊産婦、新生児及び5歳未満児の健康改善に向けた個人、

家族及びコミュニティの動員（サービス需要側）を目標としている。また、「SBA育成計画32008

～2012」では、母親や新生児の死亡率及び疾病率の低下をめざし、産前（妊婦）健診（Antinatal 

Care：NC）、分娩介助、産後（産褥）健診（Postnatal Care：PNC）などの必要な母子保健サー

ビスを提供していくため、SBAを養成していくことがうたわれており、人材育成や管理を適切

に進めていくことが重要であるとしている。これらの人材育成を担っているのが保健科学大

学、保健科学短期大学及び保健学校である。保健短期大学及び保健学校では毎年約1,500名の

看護助産師が育成されているのに対し、昨年度これらの学校で開始した地域助産師育成コー

スでは約140名の地域助産師が育成された。したがって、双方を育成する保健科学短期大学及

び保健学校の能力強化を通じた看護助産師の質の向上は、ラオスの母子保健戦略にも合致す

る。 

以上のように、本プロジェクトは、卒前教育及び継続教育の質の向上を目的として制定さ

れた、ラオス保健セクターにおける政策文書「保健人材開発戦略2020」の人材育成に係る役

割を担うモデルとして活用されることが期待できるとともに、「国家母子保健プログラム」

（「母子保健統合サービスパッケージ戦略計画」及び「SBA育成計画」）に基づく母子保健サー

ビスの改善にも資するものである。 

 

 （3）保健セクターに対するわが国及びJICAの援助方針と実績 

わが国の「対ラオス国別援助計画」では、6つの重点分野の1つに「保健医療サービス改善」

を、そのなかの「重点分野別援助方針」として「母子保健サービス改善」を掲げている。ま

た、対ラオス国事業展開計画において、本プロジェクトは、「母子保健改善プログラム」のな

かの1つに位置づけられる。 

現在、実施されている「保健セクター事業調整能力強化フェーズ2」及び「母子保健統合サ

ービス強化プロジェクト」に加え、これまでの協力実績として、「ラオス看護人材育成強化プ

ロジェクト（2005年5月～2010年5月）」、「上級看護師育成プロジェクト（2008年11月～2012年

11月）」、無償資金協力「保健医療訓練施設整備計画（2004年～2005年/保健学校に対する施設

建設・機材供与）」や看護師青年海外協力隊派遣（現在約20名配置）などがある。 

人材育成を対象に行った「ラオス看護人材育成強化プロジェクト」は、看護・助産の人材

開発に係る基盤を構築し、看護教育体制を強化することを目的としていた。プロジェクト開

始前には定められていなかった看護助産師に係る各種基準の整備に取り組み、ラオスの治療

法に基づき国家の長期的な法的枠組みとなった「看護助産規則」を整備し、2006年に保健大

臣の承認を受け発効された。さらに、①看護業務範囲ガイドライン、②助産業務範囲ガイド

ライン、②看護助産学校管理ガイドライン、④基礎看護研修テキストを作成・整備した。ま

た、看護教育の質の向上のために、中央トレーナー及びモデル地域における地方トレーナー

の育成を行った。本プロジェクトを通じ、看護助産人材育成強化に係る法的枠組みは整備さ

                                                        
3 Skilled Birth Attendance Development Plan 
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れたものの、それらに基づく国家試験制度、看護研修トレーナーの認定制度、中央・地方の

連携及び教育機関である保健学校と病院の連携不足という課題が残された。したがって、本

プロジェクトはラオス保健省が推進するCHIPU構想に基づき、これらの課題に対し保健人材

育成システムの強化を行うことは効果的であると考えられる。 

 

 （4）他の援助機関の対応 

ラオスの保健セクターでは、MDGs達成を優先課題とし、国連機関〔世界保健機関（World 

Health Organization：WHO）、国際連合児童基金（United Nation Children's Fund：UNICEF）、国

際連合人口基金（United Nations Population Fund：UNFPA）、国際連合世界食糧計画（World Food 

Programme：WFP）をはじめ、世界銀行、アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）〕、

国際NGOなどによる、複数の技術支援、財政支援型の協力が実施されている。2011年1月には、

ルクセンブルク政府の資金協力でWHO、UNICEF、WFP、UNFPAが5県18郡に「母子保健統合

サービスパッケージ戦略計画」の実施を普及させるための合同プロジェクトが形成され、郡

レベルでの計画策定支援が開始された。母子保健人材の育成・定着に関してはUNFPAが「SBA

養成計画」を包括的に支援している。またADB支援の下、保健人材のデータベース作成、国

家試験制度や実務期間に基づく認定制度、教育の質改善の動きなど全体枠組みの強化が進行

中である。 

今後は中長期的な保健人材を育成のために、学校運営改善やトレーナー制度の拡充などを

通じた教育の質の向上と職種別の資格制度確立・定着の面から「保健人材開発戦略2020」を

支援することが期待されている。 

 

３．事業概要 

 （1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本プロジェクトは、保健省組織人材局（Department of Organization and Personnel：DOP）・看

護局・ヘルスケア局（Department of Health Care：DHC）・母子保健課、保健科学大学及び全国

7カ所の保健科学短期大学及び保健学校を対象として、①看護教育の質を規定するために中央

において基準・制度の整備を行い②保健人材育成機関が良質な人材育成プログラムを実施す

るための能力強化を支援し、③保健人材育成プログラム実施に際し、中央と県及び学校と病

院で調整・連携が行われるための調整メカニズムを構築することを目的としている。したが

って、本プロジェクトは、ラオス全国において均質で質の高いサービスを提供するための保

健人材育成システムを強化し、母子保健分野などにおける質の高い保健人材の育成に寄与す

るものである。 

 

 （2）プロジェクトサイト/対象地域名 

ビエンチャン及び全国7カ所の保健科学短期大学・保健学校所在地（チャンパサック県、ル

アンパバーン県、サバナケット県、シェンクワン県、カムワン県、ウドムサイ県、サラワン

県） 

 

 （3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

保健省、4拠点病院、県病院、県保健局のスタッフ、ラオスの保健科学大学の教員（45名）、



 

v 

保健科学短期大学・保健学校の教員（171名）、ラオスの保健科学大学の学生、保健科学短期

大学・保健学校の学生 

 

 （4）事業スケジュール（協力期間） 

2012年2月～2016年2月を予定（計4年間） 

 

 （5）総事業費（日本側） 

約3億5,000万円 

 

 （6）相手国側実施機関 

保健省組織人材局・ヘルスケア局、保健科学大学、4拠点病院、保健科学短期大学、保健学

校、県病院、県保健局 

 

 （7）投入（インプット） 

1）日本側 

① 長期専門家： 

・チーフアドバイザー/看護人材開発（48MM） 

・業務調整（48MM） 

② 短期専門家（必要に応じて）： 

・看護行政 

・看護管理 

・看護教育 

・調査デザイン 

・人材育成機関強化 

・第三国専門家 

③ 本邦及び第三国研修 

④ 現地国内研修 

⑤ 機材供与（プロジェクト活動に必要な機材供与） 

⑥ 現地活動費 

2）ラオス側 

① カウンターパートの人材配置 

プロジェクト・ディレクター（保健省組織人材局長） 

プロジェクト・マネジャー（保健省組織人材局・ヘルスケア局 副局長） 

コーディネーター（保健省組織人材局・ヘルスケア局からそれぞれ1名）など 

中央レベル：組織人材局、ヘルスケア局、保健科学大学、4拠点病院 

地方レベル：保健科学短期大学、保健学校、県病院 

② プロジェクト実施に必要な執務室及び施設設備の提供 

③ その他（a）運営・経常費用、（b）電気、水道などの運用費、（c）その他 
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 （8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転 

①カテゴリ分類：C 

②カテゴリ分類の根拠：本プロジェクトによる環境への影響などはない。 

2）ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

現状においては母子保健の重要な担い手となっている看護助産師の育成をとおして、地

域住民（特に妊産婦）へ母子保健サービスがいきわたることを目的としており、ジェンダ

ーにも配慮したプロジェクトといえる。 

3）その他 

特になし 

 

 （9）関連する援助活動 

1）わが国の援助活動 

ラオスにおいては「母子保健改善プログラム」として、中央レベルでは「保健セクター

事業調整能力強化フェーズ2」（2010～2015）により、国家5カ年計画に基づいた保健事業の

計画・実施・モニタリングの仕組みを統一し、保健省による主体的な事業調整支援、地方

レベルでは南部4県を中心として、「母子保健統合サービス強化プロジェクト（2010～2015）」

を実施しており、中央で策定された戦略に基づいた母子保健事業のマネジメント強化を支

援している。また、これまでには保健学校への施設建設・機材供与（無償資金協力）や看

護教育青年海外協力隊派遣、「看護助産人材育成強化プロジェクト」（2005～2010）、「上級

看護師育成プロジェクト」（2008～2012）を行ってきており、適切な母子保健サービスの提

供をめざしている。 

特に、「看護助産人材育成強化プロジェクト」（2005～2010）では、看護助産規則・看護

業務範囲ガイドラインの制定、それらに基づく基礎看護カリキュラムの開発、トレーナー

の育成がなされ、チャンパサック保健科学短期大学と県病院の連携を中心に臨床実習の強

化が図られた。本プロジェクトは、これまでの看護行政、看護教育への支援の成果を活用

する。 

2）他ドナーなどの援助活動 

・中央レベルではUNFPAが「SBA育成計画」を中心とした包括的な支援を実施し、SBAに

関する政策・制度レベルの支援（職務規程・範囲の基準見直しや育成・資格制度改善な

ど）及び実施をしている。UNFPAと活動の重複を避けるため、本プロジェクトの範囲に

は、助産師教育システムへ積極的に関与することは含めない。ただし、運営・環境整備

といった学校・病院のマネジメントに関する支援ではSBA養成コースへの支援を一律に

排除できるものではないため、本プロジェクトの支援内容についてUNFPAと定期的な情

報共有・調整を行っていく。 

・ADBの資金により、全国の保健人材情報の整備のほか、国家試験制度・認定制度支援、

保健科学大学に設置するEDCを中心とする教育の「質」改善の動き、保健科学短期大学

の保健科学大学の支部化などを支援する短期コンサルタントが活動している。本プロジ

ェクトの活動を通じたEDCの機能強化への貢献について、本コンサルタントと情報共

有・調整を行っていく。 
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・チャンパサック保健短期大学では、国際NGOである世界の医療団（Médicins du Monde：

MdM）が地域助産師育成に技術的支援を行うことが合意済である。 

・ビエンチャンの保健学校に対し、2005年より5年間、ルクセンブルク開発援助庁の資金協

力で看護教育の支援が実施された。 

・世銀は中部、南部5県において、県・郡保健局、郡病院、保健センターを対象に経常経費・

事業費を支援している。また、保健人材定着のための活動の一環として、南部の保健セ

ンター対象の母子の栄養改善、統合的アウトリーチ活動の研修、モジュール研修、伝統

的産婆トレーニング、住民への条件付現金給付などへの支援を行っている。 

・2011年1月にルクセンブルク政府の資金協力でWHO、UNICEF、WFP、UNFPAが5県・18

郡に母子保健パッケージを実施するためのジョイントプロポーザルが作成され、郡レベ

ルでの計画策定支援が開始された。 

以上、本プロジェクトの実施に際しては、これら複数の開発パートナーとの役割分担に

配慮するとともに、相乗効果発現に向けた連携策を検討することとする。 

 

４．協力の枠組み 

（1）協力概要 

1）上位目標： 

母子保健サービス改善に資する質の高い保健人材が育成される。 

指標：国家基準を満たした保健医療専門職の数 

2）プロジェクト目標： 

CHIPUコンセプトに基づき、均質で質の高いサービスを提供するための保健人材育成シ

ステム4が強化される。 

 

指標：導入・制度化されたCHIPU（組織間連携による教育システム）の数 

7学校に対する内部・外部監査結果の変化 

3）成果及び活動 

成果1：看護教育の基準となるシステムが開発・制度化される。 

指標：1-1 看護職の国家試験制度の導入 

1-2 改訂された規則・ガイドラインが配布される。 

1-3 職能団体（看護協会）の設立 

 

活動：1-1 看護助産と施設の基準に関するすべての法制度をレビューする。 

1-2 看護助産規則、看護助産の業務範囲ガイドライン、学校管理ガイドラインで求め

ている基準と現状とのギャップのアセスメント（プロジェクト前・後で実施） 

1-3 必要に応じて、既存の看護助産規則、看護助産の業務範囲ガイドライン、学校管

理ガイドラインの見直しと改訂を行う。 

                                                        
4 中央レベルで配置計画に基づいた育成計画が策定され、規則に基づいた人材を育成するための、統一したカリキュラムが決

定され、その内容がきちんと県レベルでの人材育成機関（保健科学短期大学、保健学校）と県病院に伝達され、調整・連携

してコース運営がされることにより、人材育成が効率的に輩出されていくようになること。 
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1-4 保健施設・学校の指導者向けにセミナーを開催し、改訂した法制度の普及を行う。 

1-5 監督・指導ツールを開発する。 

1-6 中央病院、県・郡病院、保健センターの現状に合った施設別看護業務範囲ガイド

ラインの導入を検討する。 

1-7 保健人材の職能団体（看護協会）の設立を支援する。 

1-8 国家試験制度の開発を支援する。 

 

成果2：保健人材育成機関が良質な人材育成プログラムを実施する能力を強化する。 

指標：2-1 適正数の公認トレーナーが各学校に配置されている。 

2-2 導入された基礎看護以外の領域の看護カリキュラムの有無 

2-3 学生による学校・教員評価結果の向上 

2-4 教育プログラムの年次計画・実施・評価サイクルが確立する。 

 

活動：2-1 各学校・臨床実習受入病院の現状調査を行い、既存の類似調査結果を含めて、現

状把握を行う。 

2-2 中央・地方トレーナーの能力アセスメントを実施する。 

2-3 看護研修トレーナー認定制度の整備・制度化を図る。 

2-4 基礎看護ケアに加え、その他の領域の看護カリキュラムと教育教材の作成を行う。 

2-5 保健科学大学と各学校の実習室の整備を行う。 

2-6 学校の施設・設備の改善、トレーナーの能力向上、マネジメント強化を図る。 

2-7 教育プログラム計画・実施・評価について、保健省、大学・学校、県保健局、県

病院など関係者間の連携メカニズムを構築する（例として、県保健局–学校–県病

院が年次計画を連携して作成する仕組みづくりと年2回程度の合同会議の定例化、

8校による学校管理者会議の定例化、学校から保健省への定例レポーティングの

仕組み導入など）。 

 

成果3：保健人材育成システムを効果的に改善するために関係機関間の調整メカニズムが強

化される。 

指標：3-1 関係者間の連携によって共有された保健人材育成施設の年間計画 

3-2 各学校で、教員あたりの学生比率が適正に是正される。 

3-3 保健人材育成施設改善のための投資計画 

 

活動：3-1 看護助産教育の質の向上を図るため、HRH-TWGに積極的に参加し、プロジェク

ト課題・問題解決のプロセスを共有する。 

3-2 中央と地方との連絡・調整を促進する。 

3-3 EDCとの協力とプロジェクト成果の共有を推進する。 

3-4 教育水準を高めるために学校と病院で必要な予算算出とプロポーザル作成を行

い、保健省に提出する。 

 



 

ix 

4）プロジェクト実施上の留意点 

・ラオスでは保健セクターの事業調整が進んでおり、開発パートナーは調整・連携への積

極的関与が求められている。複数の開発パートナーが協力を進めているなか、それぞれ

の成果を効率的・効果的に活用していくためには、支援する側独自の制度を開発してい

くのではなく、実施プロセスでの継続的な情報共有・調整が不可欠である。本プロジェ

クトも、成果1での教育の制度構築、成果2での保健人材育成機関の能力向上の活動プロ

セスにおいて、HRH-TWG5に積極的に参加し、人材育成における課題を関係者と共有し、

協働して問題解決を図るというスタンスを保つことが重要であるため、成果3として調整

の促進を入れている。 

・実施機関である保健省（組織人材局とヘルスケア局）は人材の層が薄く、職員の多くが

複数の業務を抱えている。効率的な会議運営やインターネットの利用などをとおして、

マンパワーの有効活用を行うことが必要となる。 

・プロジェクト目標、上位目標、成果の指標に関し、基準値・目標値の設定はプロジェク

ト開始後に設定する。 

 

 （2）その他インパクト 

特になし。 

 

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール） 

 （1）事業実施のための前提条件 

・保健省内の調整を円滑に行うため、組織人材局とヘルスケア局から各1名のコーディネータ

ーを配置すること。 

・中央レベルで技術的な支援を行うためのカウンターパート（看護技術支援委員会のメンバ

ー、基礎看護ケアの中央研修指導者など）が必要十分な人数、プロジェクトに参加できる

こと。 

・保健省ヘルスケア局看護課への看護職の十分な配置 

 

 （2）成果達成のための外部条件 

・HRH-TWG会議が定期的に開催される。 

・臨床実習生を受け入れる病院が極端に増加しない。 

 

 （3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・CHIPU構想が保健省によって継続的に推進する。 

 

 （4）上位目標達成のための外部条件 

・教育開発のナショナル・センターとしてEDCが機能する。 

                                                        
5 政策から実施・技術レベルまで、保健省関係者及び開発パートナーが定期的に一堂に会して課題を認識し、情報共有しなが

ら、政策及び実務の計画・戦略を具体化する事業調整メカニズム。保健省のなかにセクター作業部会、技術作業部会（保健

計画・財政技術作業部会、HRH-TWG、母子保健・予防接種技術作業部会など）が設置されており、そのうちの1つ。 

 



 

x 

保健職能団体（看護協会）が看護人材の資格認定やライセンス発行において重要な役割を

担うことができる。 

 

６．評価結果 

・本プロジェクトは、ラオスの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、

また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。JICAが推進する母子保健プログ

ラムを人材育成面で推進するという観点から、母子保健サービスを担う看護助産師を主なター

ゲットとしたプロジェクトの意義は大きい。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

「ラオス看護助産人材育成強化プロジェクト」（2005～2010）の終了時評価の教訓として、カリ

キュラム開発などの活動については優秀な第三国（タイ）の専門家の投入が非常に有効であった

こと、規則・ガイドラインなどは配布するだけでなく配布確認・内容紹介の会議開催なども必要

であること、協働する開発パートナーを含めたセクター全体の動きに柔軟に対応するために、セ

クター関係者間の情報共有・協議が重要であることが挙げられている。 

本プロジェクトは、これらの教訓を踏まえ、第三国専門家の効果的な投入や制度普及のための

会議開催などを実施していくとともに、本プロジェクトの活動を効果的に実施し、自立発展性を

もたせるために、HRH-TWGや母子保健作業部会を通じて、保健省関連各局や開発パートナーとの

経験共有を積極的に行う。 

 

８．今後の評価計画 

 （1）今後の評価に用いる主な指標 

4．（1）のとおり。 

 

 （2）今後の評価計画 

事業開始6カ月以内：ベースライン調査 

事業中間時点：中間レビュー 

事業終了6カ月月前：終了時評価 

事業終了3年後：事後評価 
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第１章 詳細計画策定調査の概要 
 

１－１ 経緯・背景 

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）の妊産婦死亡率（Maternal Mortality Ratio：

MMR）と5歳未満児死亡率（Under-5 Mortality Rate：U5MR）は東南アジア地域のなかでも高く（前

者：出生10万対580、後者：出生1,000対611）、母子保健（Maternal, Neonatal and Child Health：MNCH）

の改善は急務である。特に、ミレニアム開発目標（Millenium Development Goals：MDG）のGoal 4

「U5MRの低減」とGoal 5「妊産婦の健康の改善」の達成に向け、保健医療サービスが届きにくか

った遠隔地への家族計画サービス、妊産婦健診及び出産介助サービスへのアクセスの改善が特に

必要であり、母子保健事業の効率的・効果的実施が求められている。かかる状況に鑑み、ラオス

「第6次国家保健セクター開発計画」（2006～2010）及び2011年10月に策定されたの「第7次国家保

健セクター開発計画」（2011～2015）において、母子保健が優先課題として掲げられている。さら

に、ラオス保健省（Ministry of Health：MoH）は「母子保健統合サービスパッケージ戦略計画（2009

～2015）」を策定し、より包括的な母子保健事業の実施を促進している。 

母子保健サービスは医師、看護助産師、メディカルアシスタント（補助医師）といった保健人

材が担っているが、数・質ともに十分ではなく、養成（卒業前教育）、雇用、定着（retention）、継

続教育などの課題に対し、関連部局の連携による総合的な取り組みが必要である。中長期的な人

材育成・確保のために「保健人材戦略2020」が、またMDG達成に向け母子保健サービスを強化す

るために「熟練助産者（Skilled Birth Attendance：SBA）育成計画（2008～2012）」が策定され、現

在その実施段階にある。中央レベルでは、保健人材技術作業部会（Human Resources for Health 

Technical Working Group：HRH-TWG）が設置され、行動計画の作成やその実施のための調整が行

われることになっているが、現状はほとんど機能していない。卒業前教育については、ビエンチ

ャンの保健科学大学（University of Health Science：UHS）（医師や学士レベルの育成）を筆頭に、

全国3カ所にある保健科学短期大学、4カ所にある保健学校（看護師・医師補などの育成）におい

て講義・実習が、近隣病院において臨床実習が行われているが、教育カリキュラムがない、学生

数に対し教員が少ない、卒業時の国家試験がないなど、教育体制は質にばらつきが大きく、人材

の質を担保する体制は不十分である。そのうえ、SBA育成計画により、短期研修の負荷が学校に課

されている状況で、教育の質の悪化が更に懸念される状況にある。 

わが国の対ラオス母子保健分野への協力は、母子保健事業の強化に重点をおいたプログラムと

して実施しており、「保健セクター事業調整能力強化フェーズ2（Capacity Development for Sector- 

wide Coordination in Health（Phase 2）：CDSWC-2）」により保健省の政策レベルにおける事業調整・

モニタリング強化を支援しつつ、南部4県を中心に地方レベルでの母子保健事業のマネジメント強

化を目的とした「母子保健統合サービス強化プロジェクト」を実施中である。また、これまでに

は保健学校への施設建設・機材供与（無償資金協力）や看護教育青年海外協力隊派遣、看護助産

人材開発技術協力プロジェクト、上級看護人材育成研修技術協力プロジェクトを行ってきている。

かかる状況を受け、ラオス政府は、教育システムの強化を中心とした卒業前教育及び継続教育の

質の向上を目的として、チャンパサック県パクセー市に位置するチャンパサック県保健学校を対

象として、①学校運営管理強化、②研修コースの管理・運営の強化、③県病院との連携強化を図

                                                        
1 World Health Statistics 2011, WHO 
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る技術協力プロジェクトをわが国に要請した。 

 

１－２ 調査の目的 

今回の詳細計画策定調査は、上記背景を踏まえ、以下を目的として実施する。 

 （1）ラオス及びプロジェクト候補対象地域について、母子保健の人材育成に係る計画・現状及

び問題点を把握し、実施体制を確認・分析する。 

 （2）プロジェクトデザイン案（PDM、PO、実施体制、投入内容）を策定する。 

 （3）協力内容に係る関係者間の合意形成を行い、ミニッツを締結する。 

 （4）評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）に基づいてプロジェクト

概要を検証し、事前評価表（案）を作成する。 

 

１－３ 調査団の構成 

担当分野 氏 名 所 属 調査期間 

団長/総括 牧本 小枝 JICA人間開発部保健第三課 課長 2011/07/3～2011/7/13

技 術 参 与

（MNCH人材） 

堀越 洋一 国立国際医療研究センター国際医療協力部 

派遣協力課 医師 

2011/07/3～2011/7/13

協力企画 高橋 朋子 JICA人間開発部保健第三課 ジュニア専門員 2011/07/3～2011/7/13

評価分析 井田 光泰 合同会社適材適所 シニア・コンサルタント 2011/06/26～2011/7/16

 

１－４ 調査日程 

現地調査は2011年6月27日から7月15日まで（官団員：2011年7月3日～7月12日、コンサルタント：

2011年6月26日～7月15日）で実施された。 

調査日程の概要は次のとおりである。 

日付 官団員 コンサルタント 

6月27日 

（月） 

 

 

AM：ビエンチャン到着 

PM：JICAラオス事務所表敬、UNFPAインタビュー、

CDSWC-2との協議 

6月28日 

（火） 

 

 

AM：組織人材局インタビュー 

PM：CDSWC-2との協議 

6月29日 

（水） 

 

 

AM：世界銀行インタビュー 

PM：保健科学大学インタビュー、Lux-Development

インタビュー、WHOインタビュー 

6月30日 

（木） 

 

 

AM：チャンパサック県移動 

PM：チャンパサック県保健局表敬、チャンパサック

保健短期大学インタビュー、母子保健プロジェ

クトと協議 

7月1日 

（金） 

 

 

AM：チャンパサック県病院インタビュー 

PM：チャンパサック保健短期大学卒業生インタビ

ュー、Medicines du Mondeインタビュー 

7月2日 

（土） 

 

 

AM：サラワン保健学校へのインタビュー 
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7月3日

（日） 

AM：ビエンチャン到着 

PM：団内協議 

7月4日

（月） 

AM：CDSWC-2との協議、JICAラオス事務所打合せ 

PM：団内協議、Dr. Aire（ADB個人コンサルタント）との協議 

7月5日

（火） 

AM：組織人材局と協議 

PM：ヘルスケア局、Deputy Director of Cabinet、団内協議 

7月6日

（水） 

AM：チャンパサック移動、母子保健プロジェクトとの協議 

PM：チャンパサック県保健局表敬、ポントーン郡病院、 

ポントーンヘルスセンター、ノンハイヘルスセンターの視察 

7月7日

（木） 

AM：チャンパサック保健短期大学との協議、視察 

PM：チャンパサック県病院、母子保健プロジェクトとの協議 

7月8日

（金） 

AM：チャンパサック県保健局への報告、ビエンチャンへ移動 

PM：団内協議、セクターワイドグループオペレーショナルレベル会議出席、 

Dr. Arie（ADB個人コンサルタント）との協議 

7月9日

（土） 

終日：団内協議 

7月10日

（日） 

終日：書類整理 

7月11日

（月） 

AM：保健科学大学看護学部との協議、UNFPAとの協議 

PM：団内協議、組織人材局・ヘルスケア局との協議 

7月12日

（火） 

AM：組織人材局・ヘルスケア局との協議 

PM：JICAラオス事務所報告、官団員帰国 

7月13日

（水） 

 AM：ビエンチャン県病院 

PM：書類整理 

7月14日

（木） 

 AM：ビエンチャン県保健学校 

PM：書類整理 

7月15日

（金） 

 AM：EDC（Education Development Center）インタビ

ューJICAラオス事務所報告 

PM：帰国 

7月29日 

（金） 

AM：事務所担当者 M/M締結  

 

１－５ 主要面談者 

Dr. Bounfeng 保健省副官房長官 

Dr. Phouthone 保健省組織人材局 副局長 

Dr. Somchanh 保健省組織人材局教育研修課 課長 

Dr. Chanthakhath 保健省組織人材局教育研修課 課長代理 

Ms. Seungmany 保健省組織人材局教育研修課 課長代理（看護/助産） 

Prof.Dr. Sommone 保健省ヘルスケア局 局長 

Dr. Phengdy 保健省ヘルスケア局看護助産課 課長 

Dr. Arie Rotem 南ウェールズ大学 名誉教授（ADB個人コンサルタント） 

Dr. Chanheme 保健科学大学看護学部 学部長 

Dr. Souksavanh 保健科学大学看護学部 副学部長 
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Dr. Khampho チャンパサック県保健局 局長 

Dr. Orathai チャンパサック県保健局母子保健課 課長 

Dr. Sotkiat チャンパサック県保健局母子保健課 副課長 

Dr. Khanthavy チャンパサック県保健局 副組織人材課長 

Dr. Sipasurt チャンパサック保健大学 校長 

Dr. Phonepaluck チャンパサック保健大学 技術スタッフ 

Dr. Kindara チャンパサック保健大学 組織人材課 

Dr. Kongmany チャンパサック県病院 副院長 

Ms. Khamany チャンパサック県病院 看護部長 

Ms. Pakaiao チャンパサック県病院 組織人材課 

Ms. Kaisone チャンパサック県ポントーン郡保健センター 村落助産師 

Ms. Thongsy チャンパサック県ポントーン郡保健センター 村落助産師 

Dr. Keo Sengkhambai サラワン県保健学校 校長 

Dr. Leurtsana サラワン県保健学校 副校長 

Dr. Si-ar サラワン県保健学校 副校長 

Mr. Chaimoung サラワン県保健学校 アドミニステレーション部門。 

Ms. Della R Sherratt UNFPA SBAコーディネーター 

Mr. Phetdara Chanthala 世界銀行ラオス事務所 人材開発オフィサー 

Dr. Frank Haegeman Lux-Development 国際保健計画管理アドバイザー 

Dr. Park Kunhee WHO 母子保健オフィサー 

Ms. Elise 世界の医療団 医療コーディネーター 
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第２章 詳細計画策定調査結果 
 

２－１ ラオスにおける保健人材育成事情 

２－１－１ 保健人材育成の現状と課題 

「保健人材開発戦略2020」では、初級レベルを廃し、中級以上が保健施設でのサービスを提

供することをめざしている。2005年時点で、保健施設に勤務する正規職員数は8,942名、そのう

ち3,972名（44.2％）が初級看護師や補助医師といった初級レベルであり、彼らのほとんどが、

郡病院や保健センターなどコミュニティレベルの保健サービスの担い手となっているのが現状

である。 

このため、開発パートナーは、「保健人材開発戦略2020」に呼応して、初級レベルの職員を中

級レベルに、また、中級レベルから上級レベルへのアップグレードについて積極的な財政支援

を行っている。また、MDG目標達成のために「地域助産師開発計画」に沿って、2015年までに

1,500名の地域助産師を育成することへの協力が進められている。 

開発パートナーによる積極的な支援を受けて、保健人材のレベル・アップが急速に進むこと

が期待されるが、学校現場レベルでは、大幅な新規コース開設や開設コースの増加に対応する

だけのキャパシティが不足し、教育の質の一層の低下が懸念される。現在、保健学校は主に中

級コース（高卒向けと既卒アップグレード向け）だけを実施しているため、大きな問題とはな

っていないようだが、2010年に保健学校から短期大学に格上げとなったチャンパサック、ルア

ンパバーン、サバナケットの3保健科学短期大学では、受入キャパシティの問題が顕著となって

いるようである2。チャンパサック保健科学短期大学では、既設の2つの中級看護師コースに加え

て、2つの上級看護師コース、2つの上級補助医師コース、地域中級助産師コース（年2回開設）

が2010年以降に開設されている（上級看護師アップグレード・コースは2011年10月開始予定）。

チャンパサック保健科学短期大学と県病院での議論に基づき、次のような課題を挙げることが

できる3。 

・コース数が大幅に増加したが、それに見合った教員数が確保できない（年2名ほど採用）。教

員もアップグレードで休職するので、慢性的な教員不足となっている。また、アップグレー

ド・コースについてはおおむね定員が守られており、どのコースも大体定員の1～2割増にと

どまっている。しかし、上級補助医師の新卒向けコース（二期生）は定員50名に対して96名

受け入れるなど、新卒向けコースでは、大幅に定員を超過する傾向があるようである。こう

した結果、チャンパサック保健科学短期大学では、教員1人あたりの学生数が30名程度で、今

後、新規開設コースが増加していくと、比率が更に拡大し、教育の質を著しく低下させる可

能性がある（各学校の講師数と実施コース概要については第2章の最後に示す「学校の教員・

実施コース一覧表」を参照）。 

・コースと学生数の増加に見合った施設・機材の整備予算が不足する。教室数の不足、デモ用

                                                        
2 ラオスには、保健科学大学（看護学部）、チャンパサック、ルアンパラバン、サバナケットに保健科学短期大学、ビエンチャ

ン、シエンクワン、カムワン、ウドムサイに保健学校の合計８校の看護、助産、補助医師を育成する教育機関がある。2010

年、「保健人材開発戦略2020」に基づき、３つの保健学校を短期大学に格上げし、保健科学大学は学士以上、保健科学短期大

学は中級から上級レベル、保健学校は初級から中級レベルの人材育成を担当する方針となっている。 
3 今回の調査では地方の教育機関としては、チャンパサック保健科学短期大学とヴィエンチャン保健学校のみヒアリングを行

っているため、ここで示す課題・問題は主にこの2校のものである。 
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資機材の不足、教育資機材（プロジェクターなど）の不足は、効率的な授業実施の妨げとな

っている。 

・ラオス語の教材が著しく不足している（存在しても非常に古い）。JICA看護助産人材育成プロ

ジェクトで作成した基礎看護の教員用指導要領だけが唯一の標準的なラオス語の教材であり、

基礎看護以外の分野は、教員がそれぞれ英語やタイ語教材をコピーして使用しており、ラオ

ス語による標準的な教材開発については、強い支援ニーズがある。 

・県病院での臨床実習では、外科、内科、小児科、産婦人科の4科からインストラクターを出す

ことになっているが、そのほとんどが、教育・指導法などについての研修を受けたことがな

く経験則で対応している。学校での履修内容なども知らないなど、インストラクターへの研

修が著しく不足している。また、県病院では初級レベルの看護師が多いため、初級看護師が

インストラクターとなって中級・上級レベルの実習生を指導するという状況が生じている。 

・医療従事者1人あたりの年間患者数は187～739人と国際基準の1/10以下で患者数が少ない4。こ

のため、教育病院で十分な臨床経験と技術習得の機会が不足している。チャンパサック県病

院では年間20名の地域助産師コースの学生を受け入れており、20件の助産経験を病院や保健

センターで積むことが義務づけられている。しかし、県病院でのお産は月50件ほどしかない

ため、短期間で効率的に実習をこなすことが難しいという。 

・チャンパサック県では、県保健局と関連する県・郡病院と事前調整がないまま、保健省組織

人材局（Department of Organization and Personnel：DOP）と保健科学大学（UHS）との間で卒

後教育や短期研修コース参加者を決めるといった事例があり、県側が対応できない、あるい

は研修終了者へのフォローアップができないといった問題が生じているという。一方、ビエ

ンチャン県では、県保健局が中央と県の各機関の調整役として機能しており、そうした問題

は生じていない。保健学校は短期大学に較べて開設コースが少なくマネジメント上の問題が

小さいこと、直接県保健局の管轄でないことなどが、問題の原因となっている可能性がある

が、県保健局のマネジメント・調整能力を含めて、教育機関によってコース運営や研修後の

フォローアップなど、マネジメント能力に差があると思われる。 

・ラオスでは、政府系の保健医療施設が新規卒業者の就職先となるが、雇用者となる郡政府は

毎年20～25名程度しか新規採用枠がなく、通常保健セクターでの採用者は数名にとどまって

いる。このため、新卒者については著しい需給ギャップが生じており、将来正規ポストにつ

くために卒業生の多くが「ボランティア」として、県・郡病院、保健センター、保健学校な

どで働いている。人手不足のなかで、雇用者側もこうした非正規職員に大きく依存している

ケースもある。チャンパサック県病院には100名ほどの看護師がボランティアとして働いてい

る。 

・保健科学短期大学・保健学校の監査については、保健省組織人材局が5年前に外部監査を導入

したが、予算不足などの理由で2年前に一度実施したのみである。内部監査については、9項

目についてのチェックシートがあり半年ごとに実施されている。また、年1回組織人材局が全

国8校を集めて学校マネジャー会議を開催している。主な内容は中央での決定の伝達と承認で、

今後は学校共通の課題協議や経験共有といった意味はあまり強くない。 

なお、保健科学短期大学・保健学校の組織上の指令系統は以下のとおりで、保健科学短期大

                                                        
4 ラオス保健セクター分析ペーパー p.43 
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学は地域（Region）の短期大学、保健学校は県レベルという位置づけになっている。 

 

 行政ライン 財政（予算配分） 技術指導    

保健科学短期大学： 組織人材局 組織人材局 保健科学大学 

保健学校： 県保健局 県保健局 保健科学大学 

 

２－１－２ 人材の質の確保に向けた取り組みの現状と課題 

ラオスでは保健人材の絶対数不足への対応が急務であった。特に、遠隔地の保健センターに

赴任する医師・看護師が少ないため、対応策として初級レベルの補助医師、初級看護師、プラ

イマリー・ヘルス・ワーカーなどの育成を進めてきた時期がある5。このため、異なる職種・レ

ベルづけが混在するなかで、それぞれの職種に必要な能力要件、技術基準、キャリアパス、他

の職種との関係など、不明確なまま制度化されてきている。また、ラオスでは、「地域助産師」

資格以外の職種には資格認定制度がなく、学校の卒業をもって資格とみなされている6。 

組織人材局は教育開発センター（Education Development Center：EDC）の立ち上げを準備中で

ある。このセンターの将来的な業務のなかには「資格認定制度の仕組みづくりへの支援」が含

まれているが、まだ具体的なアクション・プランは作成されていない（EDCの詳細については、

２－１－３を参照）。他に教育の質の向上・確保について支援している開発パートナーはいない。

資格認証制度の導入に必要な活動の現状は次のとおりである。 

・看護助産職種については、JICA看護助産人材育成プロジェクトで、看護規則、看護助産の業

務範囲ガイドライン、学校運営管理ガイドラインが作成されており、提供すべきサービスと

業務規定が公式に示されている。今後、施設別、職種別に看護規則の細則あるいはサービス

提供のガイドラインなどを作成し、具体的に提供すべきサービスについて明示することが必

要となる。現在、Dr. Aire Rotem（南ウェールズ大学名誉教授、ADB個人コンサルタント）の

支援を受けて組織人材局が施設別の業務規定を作成中（まだラオス語版のみ）。職種別の業務

規定の作成は治療局の役割だが作成されていない（既存の文書に明記されている業務規定を

表にまとめているのみ）。 

・保健人材協議会（Health Professional Council）は設立済みで、治療局長であるDr. Sommonが会長、

同局のPhengdy氏が看護部門の責任者になっているが、ほとんど実質的な活動はないという。 

・地域助産師の認定制度は大臣令に基づき公的に認知されている。このため、制度の導入手続

きについては地域助産師の認定制度を参考とすることができる。ラオスの関係法規と整合す

る手続き・内容で看護職の認定制度の導入を図ることが重要である。 

 

２－１－３ 保健人材の教育開発センター構想 

EDCは、組織人材局が、Dr. Arieの支援を受けながら、設立を計画・準備しているナショナル

レベルのEDCである。組織体制としては、組織人材局の管轄の下、保健科学大学の付属機関（保

                                                        
5 初級看護師は保健省の正式な承認なく1960年に制度化された（ラオス保健セクター分析ペーパーp. 54） 
6 地域助産師については、2011年、コース終了後、資格認定試験を実施し、一定水準を満たした受験者だけが「地域助産師」資

格を得られる認定制度が導入された。ただし、この制度は、「治療法」の定める3年間の実務経験という資格要件を満たさない

部分がある。このため、保健省によれば、この制度は2015年MDG目標達成までの暫定的措置とし、その後、見直しを行うと

いう。 
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健科学大学医学部副学部長がセンター長、看護学部副学部長が副センター長となる予定）とし

て位置づけられる。この数カ月以内に大臣令により正式に組織体制が承認される予定である。 

まだ政府予算はついていないがアジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）から3年間

で総額100万ドルの予算が付いており、フィリピン大学との連携による教育指導法コースの開設

を検討している。また、医学部、薬学部、歯学部、看護学部、医学技術学部、基礎科学学部、

大学院の7学部から各部会（Core Team）に参加する責任者を中心に、各学部のカリキュラムの見

直しなど実質的な活動に着手し、毎週、定例会議も開催している。今後、数名の職員を配置す

るが、実際の活動は外部のリソースを活用する。なお、ADBは同センターの立ち上げに必要な

一定の技術・財政支援を行うが、ADBの短期コンサルタントであるDr. Arieによれば、それ以上

の支援は想定していないという。 

EDCの業務規定によれば、EDCは、①教育開発、②教育の質の向上・確保、③教育開発能力

の強化を図るためのナショナル・センターとなることをめざしており、より具体的な活動内容

としては次の16項目を挙げている。 

教育開発 

① 保健科学大学と保健学校教員への研修支援 

② すべての保健人材を対象としたカリキュラム開発促進 

③ 学習教材開発支援 

④ 学生の自己学習のためのガイドブック・ノートの開発支援 

⑤ 遠隔教育への貢献 

⑥ スキルラボなどの学習支援リソース・施設開発支援 

⑦ 臨床実習の教育ユニットと指導教官への研修 

⑧ 臨床実習とアセスメント実施のガイドライン・プロトコール開発 

教育の質の向上・確保 

⑨ 教育の質の標準化とレビューの促進 

⑩ 学生の試験結果の分析と能力評価の手順改善への貢献 

⑪ 教育環境についての調査と改善提案 

⑫ アセスメントの継続的実施のための仕組みづくり支援 

⑬ 資格認定制度の仕組みづくりへの支援 

教育開発能力の向上 

⑭ リソース・パーソンの能力強化と活用 

⑮ 教育開発のアドバイザー・コンサルタント 

⑯ Education Development Committeeへの支援 

上記活動内容の多くが本プロジェクトの成果目標と合致するため、プロジェクト期間を通し

て、EDCとの密な連携・協同を進めることで、センターの組織強化を側面支援することで、プ

ロジェクトの事業効果の発現と成果の自立発展性の向上が期待できる。 

 

２－２ 協議内容 

２－２－１ 保健人材開発戦略の進捗 

ADB支援の下、全国の保健人材のデータベース化、国家試験制度や実務期間に基づく認定制

度、保健科学大学に設置するEDCを中心とする教育の質改善の動き（Complex of Hospital, Institute, 
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Project and University：CHIPU）、保健科学短期大学の保健科学大学の支部化などが進行中である。 

 

２－２－２ 熟練助産者育成計画 

研修内容に対する関係者の問題意識は概して少なく、①研修が組織人材局主導で進められ研

修実施主体である母子保健課が巻き込まれていないこと、②末端人材への研修が先行し県・郡

マネジャーへの研修が行われないこと、③県の保健学校・実習病院のキャパシティを超えた計

画が中央主導・ショートノーティスで指示されることなどが課題。 

本計画の実施を直接支援する必要性は低い理由として、以下の理由が挙げられる。 

・地域助産師育成：現カリキュラムをもとに開始されたところで他開発パートナー〔主に国際

連合人口基金（United Nation Population Fund：UNFPA）〕の支援が見込める。 

・上級助産師育成、補助医師への緊急産科ケア研修：カリキュラム策定などの準備中 

・母子保健5モジュール研修：母子保健プログラムのなかで扱うべき内容 

・中央レベルではUNFPAが包括的に支援を実施中。県レベルでの研修実施方法の問題や、実施

後のフォローアップを通じ把握された問題については母子保健技術協力プロジェクトが中央

レベルの母子保健技術作業部会へある程度フィードバックしていくことが可能 

チャンパサック保健短大では、世界の医療団（Médicins du Monde：MdM）が地域助産師育成

に技術的支援を行うことが合意済で、同コースに集中的に支援の行う必要性はない。 

 

２－２－３ 人材育成事業の現況 

教育内容の改善以前に、看護師・助産師以外は教育内容の根拠となる職種別の業務範囲規定

やカリキュラムがなく、人材育成の体制としては基盤とすべきものがない状況。〔看護助産技術

協力プロジェクト（2010年5月終了）にて看護師・助産師は看護助産規則・看護業務範囲ガイド

ラインの制定、それらに基づく基礎看護国家カリキュラムの開発、トレーナーの育成を通じ、

担うべきサービスと人材育成のためのカリキュラムなどが一貫して整備されている。〕 

助産師については、日本と同様、看護師がプラスアルファの教育を受けたものと規則化され

ているが、MDG達成に向けSBA育成計画で導入されている地域助産師についてはDirect Entry方

式が過渡的な措置として認められている。MDG目標の2015年までは助産師の基準改定に取り組

むことは困難である。 

 

２－２－４ 学校・実習病院における課題 

チャンパサック保健科学短期大学は無償資金協力の実施、看護助産人材開発技術協力プロジ

ェクトのモデル学校としての支援、看護師青年海外協力隊の継続的派遣により、大幅な施設・

実習機材投資は必要ない。看護トレーナーが協力終了後も技術協力プロジェクトの成果を活用

し、卒業生の能力アセスメントの計画を県病院とともに計画しているなど、他の保健学校に先

んじた活動を実施していける素地がある。 

一方、他県の学校・実習病院では、教員（トレーナー）の質、カリキュラムや教科書がない、

実習病院からの協力が不十分（講師の欠席多）、定員を超えた学生受け入れ、実習の不足、中央

から現状に即さないSBA育成計画の研修実施指示（コース数、既存の体制との相違）などの課題

がある。 
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２－２－５ プロジェクトの名称変更 

協力対象地域が当初要請の南部地域から全国の保健学校に拡大されたことから、プロジェク

ト名について、「南部地域母子保健人材開発プロジェクト」から「母子保健人材開発プロジェク

ト」に変更することを双方の提案として合意した。 

 

２－３ 結果 

調査結果を踏まえ、以下のコンセプトの基、協力案を検討し、保健省とプロジェクトの枠組み

について合意した（時間の制約によりミニッツの署名・交換には至らず）。保健省がカウンターパ

ート配置、合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）体制について省内確認を行った

あと、JICAラオス事務所・ラオス保健省間でミニッツ署名・交換を行った。 

・人材雇用・定着、SBA育成計画の直接的実施支援は他開発パートナーが支援しており対象外とす

る。学校運営改善の側面からSBA育成計画の実施並びに中長期的な保健人材開発戦略を支援する

ことが他開発パートナーとの役割分担として効率的。 

・質が担保された保健サービスの実現のためには、一定の基準に基づいた全国統一の人材育成の

体制や医療従事者の認定制度などが必要であり、学校レベルでの改善で可能なことは限られる。

中央レベルでの基準整備、制度づくり、トレーナー育成などに各学校の環境改善を組み合わせる

ことが必要。 

・地域における母子保健活動の主な担い手の1つである看護師の人材育成強化は母子保健改善にと

って重要、かつ過去の協力の成果による基盤が一定程度あるので強化しやすい→ラオスの他職種

における同様のシステム構築の進め方を示すことが長期的な人材育成体制強化につながる。 

・CHIPUを具現化する学校の運営マネジメント強化（学校・病院・行政などの連携による人材育

成事業）とEDCの活用を通じた機能化→実践的で、少ないリソースを効率的に活用する、システ

マティックな人材育成体制へ。 

・中央へのフィードバック強化、中央の調整機能強化 

 

２－４ 関連分野における他ドナーの状況 

既述のADBによるEDCなどへの支援以外に、人材育成については次のようなドナー支援が行わ

れている。 

 

２－４－１ 世界銀行 

事業名：保健人材開発に対する追加的支援 

実施期間：2011年11月～2014年7月（総額300万ドル） 

ターゲット：南部地域の保健医療施設に配置中の職員、新規入学の学生 

事業概要： 

看護師（中級、上級）、地域助産師、補助医師（上級）の新卒向けコースとアップグレード・

コースに対する奨学金支給、母子保健関係の短期研修への財政支援。小額の施設関連への支援

が含まれる可能性はあるが、ほとんどは直接人材育成に資する活動となる。 

本プロジェクトとの関連性： 

奨学金の規模が大きいため、短大・学校で円滑にコース運営を行うためには、県レベルの技

術作業部会などの枠組みを使って、関係機関との定期会合をもって調整・連携を行う必要があ



 

－11－ 

る。コース履修者の選定については、世銀と保健省組織人材局が選定基準を決め、県保健局が

決定するというワークフローとなっている。 

なお、北部地域についてはADBが支援を行っているが、今回の調査では協議を行っていない

ため、今後、支援内容を確認する必要がある。 

 

２－４－２ 世界の医療団（Médicins du Monde） 

事業名：Pilot Safe Motherhood Program in Champasack Province 

実施期間：2011年5月から21カ月間 

ターゲット：スクマ郡とムンラパモック郡（モデル対象郡） 

事業概要： 

①県からコミュニティまでのリプロダクティブ・ヘルス・サービスの改善、②チャンパサッ

ク保健科学短大の地域助産師育成コースの質の向上、③リプロの無料サービスの試行、④コミ

ュニティの啓発が主な活動内容。チャンパサック保健科学短大、対象2郡政府と協力合意書を取

り交わしている。 

本プロジェクトとの関連性： 

チャンパサック保健科学短大（県病院での臨床実習含む）での助産師育成コースについては

重複するため本プロジェクトでは対応しない。県レベルの技術作業部会など連携の枠組みを利

用して、同短大に対する施設・機材整備の支援と学校のマネジメントに関する事項について事

前によく調整する必要がある。MdMは中央・地方の行政ラインとのコミュニケーションが十分

とれていないため、本プロジェクトから政策・制度面について情報提供することで、良好な関

係が築けると思われる。 

 

２－４－３ 世界保健機関（WHO） 

実施期間：未定（次年度世銀予算が確保できれば世銀に引き継ぐ予定） 

ターゲット：サラワン県コンセドン郡保健事務所 

事業概要：母子保健統合パッケージのパイロット事業 

本プロジェクトとの関連性： 

南部地域のサラワン県コンセドン郡病院では、チャンパサック保健科学短大からの実習生受

入を行っているので、講師育成や実習生のフォローアップ・評価などで若干関連する可能性は

ある。なお、ルクセンブルクの資金援助で4国連機関合同で母子保健統合パッケージの実施を支

援する予定となっている。総額800万ドルで、対象は5県の貧困郡（サバナケット3、ルアンパバ

ーン4、ルアンナムター5、ウドムサイ4、シエンクワン2）の予定である。ルアンパバーンはSave 

the Childrenが入る予定であり、代わりにポンサリー県の2郡となる可能性もある。上記対象5県

のうち4県には保健科学短大・保健学校があるため、同プロジェクトのなかでどのような役割を

担うのか確認する必要がある。 

 

２－４－４ 国際連合人口基金（UNFPA） 

事業概要：SBA育成計画の支援 

UNFPAのMs. DellaがInternational Coordinatorとして地域助産師開発計画を支援。これまで、同

開発計画の策定、講師育成、教材開発、資格認定制度導入などで推進役となってきた。現在、
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2015年に向けて1,500名の地域助産師を輩出することが課題となっている。 

本プロジェクトとの関連性： 

UNFPAは助産職の育成について中心的な役割を果たしており、看護に助産を含めることへの

抵抗も大きいことから、当面、本プロジェクトの対象範囲に助産は含めないが、コース運営の

効率化や関係機関との連携・調整など学校のマネジメント強化という活動項目については、助

産師育成コースをあえて除外する必要はない。関係機関との良好な関係を構築し、保健省での

HRH-TWGに積極的に参加して、本プロジェクトの課題をアジェンダ化するという姿勢が重要で

ある。 

 

２－５ 団長所感 

本プロジェクトは、ラオスのJICA母子保健プログラムの3本柱の1つの技術協力プロジェクトと

して、南部地域での保健学校強化を通じ母子保健人材育成を行うことを目的として要請されたも

のであった。要請提出から調査団派遣までの2年間のいくつかの状況変化を踏まえ、スコープの変

更を行った。最終的には保健サービスの質の改善・標準化をめざし、質を規定する中央での基準・

制度整備、中央・地方をつないでの教育システム・環境改善、中央レベル・県内・教育機関間・

中央―県間の調整強化、現場からのフィードバック強化をめざす案件とした。 

本プロジェクト案は、保健人材開発戦略の下で他開発パートナー（ADBなどHRH-TWGの主要メ

ンバー、地方で保健学校に協力を行う開発パートナー）と協力していくフレームワークとなって

いるとともに、JICA事業のなかでも現行の2技術協力プロジェクト、保健短期大学・県病院派遣の

看護師青年海外協力隊との協力、過去に実施した保健学校への無償資金協力や看護助産人材開発

技術協力プロジェクトの成果を活用するという特徴をもっている。 

また、MDGに向けて進められているSBA育成計画が過渡的な取り組みとして通常のシステムと

違う動きであるために現場に生じている問題の改善に対し、学校改善という側面から貢献しなが

ら、本来の保健人材開発で行うべき基準整備、中長期的な体制を構築していくことでMDG後にも

貢献する案件である。MDGに向け、従来の体制から切り離された取り組みが加速されるなかで、

このような視点をもって取り組む案件は重要であり、また、保健省が提唱するCHIPU戦略を具現

化していくプロジェクトとしても意義は高いであろう。 

本プロジェクトでのカウンターパートの1つと想定されている保健科学大学においては新たな

EDCという組織を構築していくことになっているが、まだ保健省内の承認待ちの段階でこれから

徐々に枠組みが形成されていくことになる。EDCの設立を直接的に支援するというよりも、プロ

ジェクトの活動を進めるなかで、EDCを使うことによりその機能の充実を支援していくようなア

プローチをとることがよいと思われる。今後プロジェクト開始まで関係者からの情報収集、認識

共有を事務所にて引き続き進めていただきたい。 

本プロジェクトが南部地域に協力を限ることなく、また保健人材育成の基盤強化を通じた保健

システム強化、サービスの質の標準化に資する案件となったことで、JICAの協力プログラムのス

コープとしては、母子保健に重点を置きつつも、保健システム強化をより意識するもの、保健セ

クター全体に資するものとなってきている。母子保健という主要なサブセクターを強化するため

には、保健システム全体の強化や調整メカニズムの強化が必要であり、妥当な方向性であると考

える。 
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２－６ 技術参与所感 

 （1）めざすものとアプローチ 

本プロジェクトでは、質の高い母子保健人材をつくる持続可能な仕組みを構築することを

めざしている。 

この目標を実現するためのアプローチは次の3つである。 

1）看護助産規則及び業務範囲・基準の反映による教育の質の確保 

2）保健人材教育環境（教材、実習室など）の整備及び学校管理ガイドラインの実践を通じ

た保健人材養成校の強化 

3）関係者間の調整と共通理解に基づく保健人材開発管理の効率化 

このうち、2）は保健科学大学に学部横断的に設置されるEDCに対する積極的支援、3）は

HRH-TWGへの積極的参与、をとおして取り組まれる。 

具体的には県レベルの保健人材養成校から輩出される人材の質の向上をめざすが、3つのア

プローチのよりどころ（看護助産規則、EDC、HRH-TWG）はいずれも中央レベルでの関与が

重要であり、要請書にある案件名から「南部」を削除することが合意された。 

 

 （2）看護助産職種の国家資格制度化 

看護助産人材の一定水準の質を担保し、かつ、地域間格差是正を実現する具体的な仕組み

の1つは、看護助産職種の国家資格が制度化されることである。これにより、異なる学校を卒

業しても、臨床現場に立つ際には基準を満たすサービスの質を担保することが可能となる。

保健人材の国家資格制度化はヘルスケア法及び保健人材開発戦略2020に明記されておりラオ

ス政府の合意された方針である。この方針を積極的に支持・支援することは本プロジェクト

の基本姿勢となる。 

 

 （3）看護助産職能団体の設立 

本プロジェクトの実施に際しては可能な限り既存の組織やチーム〔看護技術支援委員会

（Nursing Technical Supporting Committee：NTSC）、EDCなど〕を活用する。しかし同時に、看

護助産職種の人々を統合し牽引する役割を担う「看護助産協会」を設立して、看護助産職種

の社会的責任と権利を含むビジョンを自分たちの言葉で議論する場を実現すべきである。 

 

 （4）保健医療人材の量的管理 

看護助産人材開発において「数」の不均衡は重要課題である。教育の質を担保するために

適正な学生数の維持は欠かせない。質の高い卒業生を輩出しても適正な配置及び定着の制度

が機能しなければサービス提供の質と量の両面で効果が期待できない。このような「量」に

関する課題の解決は本プロジェクトといわば車の両輪として取り組む必要がある。 

この「量」の課題に関連して保健人材のインベントリは仕組みが整いつつあることが判明

した。このデータベースを用いることにより人材の育成・配置・定着に関する量的な計画・

実施・モニタリングが可能となる。この分野にはADBの支援により組織人材局に対して個別

コンサルタント支援が継続中である。このコンサルタントとCDSWC-2とは緊密に情報交換を

行っており、今後HRH-TWGを通じた取り組みが活発化することが期待される。 
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 （5）SBA育成計画とのすみわけ 

保健人材の大半は看護助産職である。そして、ほとんどの看護助産職は母子保健サービス

の提供に携わっている。UNFPAが中心となって支援しているSBA育成計画は、母子保健サー

ビスの内、特に出産・出生ケアのサービスを提供する人材を養成するためのプログラムとし

て現場で実施に移されている。SBA育成計画はMDG実現に向けて多大な貢献をすることが期

待される。 

一方で、SBA育成計画を主導するUNFPAは助産師を看護師とは独立した職能として自立さ

せる方針である。この方針は看護助産規則とは矛盾する。しかし、ラオス保健省はMDGの2015

年までの短期的対応として容認する意向であることが確認された。 

本プロジェクトでは看護助産規則の遵守を質の担保のよりどころに据えている。助産教育

の基盤が看護教育により支えられている点も鑑みつつ、看護教育と保健人材育成学校の強化

を通じた母子保健人材の育成システムの強化を行っていくことを基本方針とする。そして、

すでに多くの関係者を巻き込み多大な資源の投入が実現しているSBA育成計画との軋轢を回

避するために、助産職種の教育システムへの積極的関与は行わない。 

 

２－７ 参考文献・情報 

参考文献 

保健人材開発戦略2020 

熟練助産者育成計画 

教育開発センター（EDC）設立趣意書 

 

参考情報 

・2005年から2010年にかけて実施した看護助産人材開発プロジェクトの成果は、看護助産職種の

人材開発の一部において具体的な実践として特にチャンパサックにおいて継続発展している。 

・チャンパサック保健短大においては、MdMがSBA育成計画に沿って地域助産師の育成を支援す

る協定が結ばれたところである。 
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表２－１ 学校の教員・実施コース一覧表（正規職員のみ） 

学校名 
教員（在籍） 実施中のコース 

レベル 教員数 ダイレクト・エントリー 学生数 アップグレード・コース 学生数 

保健科学大学 修士看護師 7 上級看護師コース 132 修士看護師コース 124 
 学士看護師 11 中級看護師コース 220 中級看護師コース 60 

中級看護師 1 合計 352 上級助産師コース 39 

医師 4   地域助産師コース 20 

経営 1   合計 243 

その他 21     

合計 45     

チャンパサック

保健短大 
学士看護師 6 上級看護師コース（1学年合計） 56 中級看護師コース（1学年合計） 20 

上級看護師 2 中級看護師コース（2学年合計） 224 地域助産師コース（1学年合計） 24 

中級看護師 9 上級補助医師コース（2学年合計） 153 上級補助医師コース（1学年合計） 35 

補助医師 2 合計 433 合計 79 

その他 8     

合計 27     

サバナケット保

健短大 
学士看護師 5 上級看護師コース 55 中級看護師コース 20 

上級看護師 7 中級看護師コース 95 地域助産師コース 23 

補助医師 5 上級補助医師コース 158 上級補助医師コース 37 

医師 2 合計 308 中級補助医師コース 62 

経営 2   合計 142 

その他 11     

合計 32     

ルアンパラバン

保健短大 
 
 
 
 
 
 

修士看護師 2 上級看護師コース 66 中級看護師コース 30 

学士看護師 6 中級看護師コース 118 地域助産師コース 20 

上級看護師 3 上級補助医師コース 142 上級補助医師コース 71 

中級看護師 3 合計 326 中級補助医師コース 35 

補助医師 3   合計 156 

医師 4     

その他 6     

合計 27     
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ビエンチャン保

健学校 
学士看護師 4 中級看護師コース（1学年） 55 中級看護師コース（1学年） 27 

上級看護師 5   地域助産師コース（1学年） 23 

中級看護師 1   合計 50 

補助医師 1     

医師 2     

経営 3     

その他 4     

合計 20     

シエンクワン保

健学校 
学士看護師 4 中級看護師コース 93 地域助産師コース 22 

上級看護師 6   中級補助医師コース 25 

中級助産師 1   合計 47 

医師 5     

経営 2     

その他 4     

合計 22     

カムワン保健学

校 
学士看護師 6 中級看護師コース 267 中級看護師コース 31 

上級看護師 5   上級助産師コース 125 

中級看護師 4   地域助産師コース 20 

医師 3   プライマリー・ヘルス・ワーカーコース 30 

経営 1   合計 206 

その他 2     

合計 21     

ウドムサイ保健

学校 
 
 
 
 
 
 
 

修士看護師 1 中級看護師コース 182 地域助産師コース 19 

学士看護師 3   プライマリー・ヘルス・ワーカーコース 36 

上級看護師 2   合計 55 

中級看護師 7     

補助医師 2     

中級助産師 3     

医師 2     

その他 2     

合計 22     
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サラワン県保健

学校 
 
 

学士看護師 1   中級補助医師コース（1学年） 62 

中級看護師 1     

補助医師 2     

その他 2     

合計 6     
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第３章 プロジェクトデザイン 
 

３－１ 上位目標 

母子保健サービス改善に資する質の高い保健人材が育成される 

 

３－２ プロジェクト目標 

CHIPUコンセプトに基づき、均質で質の高いサービスを提供するための保健人材育成システム7

が強化される。 

*CHIPUとは、医療サービス提供機関（病院など）、医学教育研究機関（大学、研究機関、医療専

門学校）、開発パートナー機関の連携を進め、保健人材の能力強化を推進する構想のこと。 

 

３－３ 成果及び活動 

成果1：看護教育の基準となるシステムが開発・制度化される。 

 活動：① 看護助産と施設の基準に関するすべての法制度をレビューする。 

② 看護助産規則、看護助産の業務範囲ガイドライン、学校管理ガイドラインで求めて

いる基準と現状とのギャップのアセスメント（プロジェクト前・後で実施） 

③ 必要に応じて、既存の看護助産規則、看護助産の業務範囲ガイドライン、学校管理

ガイドラインの見直しと改訂を行う。 

④ 保健施設・学校の指導者向けにセミナーを開催し、改訂した法制度の普及を行う。 

⑤ 監督・指導ツールを開発する。 

⑥ 中央病院、県・郡病院、保健センターの現状に合った施設別看護業務範囲ガイドラ

インの導入を検討する。 

⑦ 保健人材の職能団体（看護協会）の設立を支援する。 

⑧ 国家試験制度の開発を支援する。 

 

成果2：保健人材育成機関が良質な人材育成プログラムを実施する能力を強化する。 

 活動：① 各学校・臨床実習受入病院の現状調査を行い、既存の類似調査結果を含めて、現状

把握を行う。 

② 中央・地方トレーナーの能力アセスメントを実施する。 

③ 看護研修トレーナー認定制度の整備・制度化を図る。 

④ 基礎看護ケアに加え、その他の領域の看護カリキュラムと教育教材の作成を行う。 

⑤ 保健科学大学と各学校の実習室の整備を行う。 

⑥ 学校の施設・設備の改善、トレーナーの能力向上、マネジメント強化を図る。 

⑦ 教育プログラム計画・実施・評価について、保健省、大学・学校、県保健局、県病

院など関係者間の連携メカニズムを構築する（例として、県保健局 – 学校 – 県病

院が年次計画を連携して作成する仕組みづくりと年2回程度の合同会議の定例化、8

校による学校管理者会議の定例化、学校から保健省への定例レポーティングの仕組

                                                        
7 中央レベルで配置計画に基づいた育成計画が策定され、規則に基づいた人材を育成するための、統一したカリキュラムが決

定され、その内容がきちんと県レベルでの人材育成機関（保健科学短期大学、保健学校）と県病院に伝達され、調整・連携

してコース運営がされることにより、人材育成が効率的に輩出されていくようになること。 
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み導入など）。 

 

成果3：保健人材育成システムを効果的に改善するために関係機関間の調整メカニズムが強化され

る。 

 活動：① 看護助産教育の質の向上を図るため、HRH-TWGに積極的に参加し、プロジェクト課

題・問題解決のプロセスを共有する。 

② 中央と地方との連絡・調整を促進する。 

③ EDCとの協力とプロジェクト成果の共有を推進する。 

④ 教育水準を高めるために学校と病院で必要な予算算出とプロポーザル作成を行い、

保健省に提出する。 

 

３－４  投入（インプット） 

 （1）日本側 

長期専門家：チーフアドバイザー/看護人材開発、業務調整/組織連携 

短期専門家（必要に応じて）： 

・看護行政 

・看護管理 

・看護教育 

・調査デザイン 

・人材育成機関強化 

・第三国専門家 

本邦及び第三国研修 

現地国内研修 

機材供与（プロジェクト活動に必要な機材供与） 

現地活動費 

 

 （2）ラオス側 

カウンターパートの人材配置 

プロジェクト・ディレクター（保健省組織人材局長） 

プロジェクト・マネジャー（保健省組織人材局・ヘルスケア局 副局長） 

コーディネーター（保健省組織人材局・ヘルスケア局からそれぞれ1名） 

カウンターパート 

中央レベル：組織人材局、ヘルスケア局、保健科学大学、4拠点病院 

地方レベル：保健科学短期大学、保健学校、県病院 

プロジェクト実施に必要な執務室及び施設設備の提供 

その他 （a）運営・経常費用、（b）電気、水道などの運用費、（c） その他 

 

３－５ 外部条件 

 （1）事業実施のための前提条件 

・保健省内の調整を円滑に行うため、組織人材局とヘルスケア局から各1名のコーディネー
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ターを配置すること。 

・中央レベルで技術的な支援を行うためのカウンターパート（看護技術支援委員会のメン

バー、基礎看護ケアの中央研修指導者など）が必要十分な人数、プロジェクトに参加で

きること。 

・保健省ヘルスケア局看護課への看護職の十分な配置 

 

 （2）成果達成のための外部条件 

・HRH-TWG会議が定期的に開催される。 

・臨床実習生を受け入れる病院が極端に増加しない。 

 

 （3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・CHIPU構想が保健省によって継続的に推進する。 

 

 （4）上位目標達成のための外部条件 

・教育開発のナショナル・センターとしてEDCが機能する。 

・保健職能団体（看護協会）が看護人材の資格認定やライセンス発行において重要な役割

を担うことができる。 
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第４章 事前評価 
 

４－１ 妥当性 

・ラオス保健セクターにおける政策文書は、2010年11月に公布された「保健人材開発戦略2020」

である。この文書のなかで、保健人材開発の5つの柱として、①（保健センターを中心とした）

人材の能力開発（質・量）、②有資格人材の適正配置、③職員間の格差是正（男女比、少数民族・

障害者雇用など）、④人材情報システムの整備、⑤（特に遠隔地に配置される職員に対する）配

置人材の確保・インセンティブ提供を掲げている。本プロジェクトは主に①の能力開発、特に

人材の質の確保・向上の実現をめざすものである。 

・「保健人材開発戦略2020」ではコミュニティにおける母子保健サービス施設である保健センター

に中級以上の看護師、助産師、補助医師を配置することを目標に掲げて、4,000名を超える初級

職員の資格更新を図っている。また、2015年までのMDG目標を達成するため、2015年までに1,500

名の地域助産師の育成をめざしている。いずれも、世界銀行やADBなど開発パートナーが奨学

金など財政的支援を強化している。現在、人材育成の数値目標達成に向けた支援は強化されて

いるが、育成される保健人材の質の向上・確保を意図したプロジェクト・ベースの支援はなく、

この点に本プロジェクトの意義が認められる。 

・ラオス政府は、大臣令で少ない人材のなかで組織間の連携をとおして人材育成を行うことを重

視し、CHIPUと呼ばれる戦略（病院、学校、機関、プロジェクトなど関連組織間の連携）を打

ち出している。本プロジェクトでは、病院・学校間の連携による効果的な臨床実習の仕組みづ

くり、学校と保健省の関連部局が共同で看護師資格制度づくりを行うなど、CHIPUを具現化す

る取り組みを事業コンポーネントとしている。このため、本プロジェクトはラオス政府の高い

期待に応える事業といえる。 

 

４－２ 有効性 

・現在、ラオスでは、地域助産師については暫定的な資格制度が確立されているが、医師・看護

師など他の保健人材の資格認定制度がない（大学・学校の卒業＝有資格とされている）。本プロ

ジェクトでは看護職をターゲットに、サービス基準に基づく専門看護のカリキュラムの導入だ

けでなく資格認定制度とその運用体制の確立をめざすものであり、質の高い人材育成の仕組み

づくりの基礎となる事業となる。 

・保健科学大学看護学部、3つの保健科学短期大学、4つの保健学校で、講師育成、カリキュラム

やデモンストレーション・ルームの標準化を行う。こうした活動により、7保健短期大学・保健

学校で同じ質の教育を受けられる環境が整備され、全体として教育の底上げを図ることも本プ

ロジェクトの重要な意義となる。 

 

４－３ 効率性 

 （1）先行2プロジェクトとの連携を図ることで相乗効果を高めることが可能である。JICAでは

「保健セクター事業調整能力強化プロジェクト（フェーズ2）」と「南部母子保健統合サービ

ス強化プロジェクト」が実施中である。前者では、保健省と開発パートナー（援助機関とNGO）

が保健人材開発に関するワーキング・グループを設置しており、その枠組みに積極的に加わ

ることで、他の開発パートナーとの課題や成果の共有・相乗効果を高めるための議論、重複
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事業の調整など行うことができる。また、後者については、研修の問題点をフィードバック

してもらい、人材育成の制度や教育現場の改善につなげるといった連携が可能である。また、

教育の質を高めるために、県レベルでの学校・県病院・行政の連携方法の改善を共同で進め

るといった取り組みができる。 

 

 （2）ラオスでは過去「看護助産人材育成強化プロジェクト」が実施されており、本プロジェク

トは、このプロジェクトが達成した教育の質を高めるための成果品（看護規則、看護助産業

務範囲ガイドライン、学校管理ガイドラインなどサービス提供の基準となる法規の制定、基

礎看護カリキュラムの作成と講師育成の仕組みづくり、看護技術支援委員会や技術チームの

結成など）を最大限に活用して、効率的に活動を進めることができる。また、先のプロジェ

クトでは、第三国専門家（タイなど）を活用して費用対効果の高い技術移転を行っており、

本プロジェクトでもそのノウハウを生かすことができる。 

 

４－４ インパクト 

 （1）ラオス保健セクター分析ペーパー（平成20年3月）によれば、保健施設で働く職員8,940名の

うち看護師が6割以上を占めている。また、保健センターでコミュニティ・レベルの母子保健

サービスを提供する職員のほとんどは看護師（8割が初級看護師といわれる）である。このた

め、現在、保健センターで中心的に母子保健サービスを担っている看護師の質の向上をめざ

す本プロジェクトは、MDG達成にも貢献度が認められる。 

 

 （2）本プロジェクトは看護職を主要ターゲットとして、国家資格認定制度の確立を支援する。

保健省は本プロジェクトの経験を生かして、看護職以外の職種でも認定制度を確立したいと

の期待がある。この点が人材育成制度面で期待される事業効果である。 

 

４－５ 自立発展性 

 （1）ラオス保健省は保健科学大学にEDCの設立を準備している。EDCは教員養成、標準カリキ

ュラム作成、資格認定制度導入への支援など教育開発の機能と優秀な人材のリソース・セン

ターとしての機能を備える教育のナショナル・センターとなる予定である。EDCが機能すれ

ば、それまで大学、教育機関などがバラバラに導入していた教育・研修の仕組みを一元的な

体制で開発・運用・普及することができる。本プロジェクトで導入した成果（制度・体制づ

くりなど）はEDCの組織業務として継続される見込みである。 

 

 （2）「看護助産人材育成強化プロジェクト」で導入された基礎看護の教員向け指導要領などはラ

オス語による貴重な教材であり、短大・保健学校で日常的に活用されている。この点から、

本プロジェクトで導入する他の専門看護のカリキュラムについても定着度は高いと判断され

る。ただし、保健省と大学・短大・学校では職員と財政不足が慢性的な問題であり、講師研

修（Training of Trainers：TOT）による講師育成といった活動は予算化され難いため、プロジ

ェクト期間中に、出口戦略を検討することが不可欠である。 



付 属 資 料 

 

１．討議議事録（Record of Discussion：R/D） 

 

２．詳細計画策定調査団議事録（Minutes of Meeting：M/M） 

 

３．面談メモ 

 

 

























































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	表紙
	序文
	目次
	地図
	写真
	略語表
	事業事前評価表
	第１章 詳細計画策定調査の概要
	第２章 詳細計画策定調査結果
	第３章 プロジェクトデザイン
	第４章 事前評価
	付属資料
	１．討議議事録（Record of Discussion：R/D）
	２．詳細計画策定調査団議事録（Minutes of Meeting：M/M）
	３．面談メモ




